
公 示

平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ３ 日

国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研 究 セ ン タ ー

理 事 長 岩 永 勝

下 記 の と お り 、 会 計 監 査 等 業 務 に 係 る 企 画 競 争 参 加 者 を 募 集 し ま す 。

記

１ ． 公 募 対 象 企 画 書

「 会 計 監 査 等 業 務 」 の 企 画 書 公 募 要 領 （ 以 下 「 公 募 要 領 」 と い う 。） に

基 づ く 企 画 書

２ ． 企 画 提 案 に 付 す る 事 項

（ １ ） 契 約 予 定 件 名 ・ 数 量

「 会 計 監 査 等 業 務 」 １ 式

（ ２ ） 契 約 期 間 契 約 日 ～ 平 成 31 年 6 月 30 日
（ ３ ） 予 算 額 業 務 の 予 算 総 額 は 、 11,217,000 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

額 を 含 む 。） 以 内 と す る 。

（ ４ ） 業 務 場 所 国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研 究 セ ン タ ー

３ ． 公 募 要 領 の 配 布 及 び 期 間

公 募 要 領 を 以 下 の 場 所 で 配 布 す る 。

〒 305-8686 茨 城 県 つ く ば 市 大 わ し １ － １

国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研 究 セ ン タ ー

総 務 部 財 務 課 調 達 第 １ 係

℡ 029-838-6326 Fax 029-838-6328

配 布 期 間 ： 平 成 28 年 6 月 3 日 （ 金 ） ～ 平 成 28 年 7 月 4 日 （ 月 ）
午 前 9 時 ～ 午 後 5 時

４ ． 提 出 書 類

公 募 要 領 に よ る

５ ． 企 画 書 等 の 提 出 期 限 等

（ １ ） 提 出 期 限 ： 平 成 28 年 7 月 12 日 （ 火 ） 17 時 必 着
（ ２ ） 提 出 先 ： ３ ． の 公 募 要 領 の 配 布 場 所 に 提 出 す る こ と 。

（ ３ ） 提 出 方 法 ： 手 渡 し 又 は 、 郵 便 と す る 。 但 し 、 郵 便 は 、（ １ ） の 提 出

期 限 ま で に 書 類 が 到 着 す る よ う 、 書 留 に て 郵 送 す る こ と 。（ 引 き 受

け か ら 配 達 ま で の 送 達 過 程 が 記 録 さ れ る も の で あ れ ば 、 書 留 以 外 の

方 法 で も 可 と す る ）

６ ． 審 査

企 画 書 を 基 に 書 類 審 査 を 行 い ま す 。

７ ． 審 査 結 果 の 通 知

平 成 28 年 7 月 25 日 （ 月 ） ま で に 各 応 募 者 に 通 知 予 定

８ ． 参 加 資 格

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研 究 セ ン タ ー 契 約 事 務 取 扱 規 程

第 ７ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成 年 者 、 被 保

佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て

い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

（ ２ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研 究 セ ン タ ー 契 約 事 務 取 扱 規 程

第 ８ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

（ ３ ） 平 成 ２ ８ ・ ２ ９ ・ ３ ０ 年 度 の 国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産 業 研

究 セ ン タ ー の 競 争 参 加 資 格 に お け る 「 役 務 の 提 供 等 」 に お い て Ａ 、

Ｂ 、 Ｃ 又 は Ｄ の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と （ 会 社 更 生

法 （ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ） に 基 づ き 更 正 手 続 開 始 の 申 立 て が さ
れ て い る 者 及 び 民 事 再 生 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 225 号 ） に 基 づ き 再
生 手 続 開 始 の 申 立 て が さ れ て い る 者 に つ い て は 、 手 続 開 始 の 決 定

後 、 別 に 定 め る 手 続 き に 基 づ く 競 争 参 加 資 格 の 再 申 請 を 行 う こ

と 。）。 な お 、 全 省 庁 統 一 資 格 に お い て 、 当 該 資 格 を 有 す る 者 は 、

同 競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 と み な す 。

９ ． 参 加 者 の 義 務

参 加 者 は 、 審 査 結 果 の 通 知 期 限 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 書 類 に

つ い て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。

１ ０ ． そ の 他

(１ ） 企 画 書 作 成 に 必 要 な 資 料 等 は 、「 ３ ． 公 募 要 領 の 配 布 」 に お い て の

み 交 付 す る 。

（ ２ ） 企 画 提 案 参 加 に 要 す る 全 て の 費 用 は 参 加 者 が 負 担 す る 。 提 出 さ れ た

企 画 書 等 は 返 却 し な い 。

（ ３ ） 提 出 さ れ た 企 画 書 等 が 、 提 案 者 の 利 害 に 反 し て 第 三 者 に 開 示 さ れ る

こ と は な い 。


